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1.事業の目的
保護者等が道路における交通事故で死亡したり、重い後遺障害でイ電力けないため、
経済的理由で修学が困難な高等学校以上の生徒 。学生に奨学金を貸与して、教育の
機会均等を図り、社会有用の人材を育成することを目的としています。

2 設立の経緯
昭和 43年、衆議院交通安全対策特別委員会で「政府は交通遺児に対する援護と、
高等学校等の修学資金貸与を行 う財団法人の設立と助成に配慮すべきである」とい

う趣旨の決議がなされました。その背景には、交通遺児救済策の一つとして、母親
たちの切なる願いである、遺児の高校進学を目的とする運動の推進と世論の盛 り上
がりがあったのです。政府は閣議で特別委員会決議を了承し、昭和 44年 5月 2日 、
財団法人 「交通遺児育英会」が設立されました。

3実  績
過去 57年間に、高等学校・高等専門学校・大学・短大。大学院・専修学校生 58,871
人に奨学金を貸与し、その累計額は 589億円です。   (令 和 8年 3月 現在 )

令和 8年度奨学生の募集について

(公財)交通遺児育英会の奨学生募集には、下記の通 り、進学前に奨学金の貸与を予約する予約募集
と、進学後に申し込む在学募集があります。

記
(1)すべての奨学生に共通の応募資格

保護者等が自動車やバイクの事故など、道路における交通事故で死亡したり、重い後遺障
害のために働けず、経済的に修学が困難な生徒 。学生であること。応募者が生まれる前に保護
者が後遺障害となった場合も含みます。 (申込時 25歳までの人)
※本会の規定する後遺障害とは、自動車損害賠償保障法施行令別表第 1及び別表第 2の第 1
級から第 7級までの障害、身体障害者福祉法の第 1級から第 4級までの障害、又は、精神保
健および精神障害者福祉法の第 1級から第 3級までの障害です。

(2)学校別応募資格等
① 高等学校・高等専門学校奨学生
応募資格 :在学応募 ;現在、高校・高専に在学している生徒。

予約応募 ;令和 9年 4月 に高校・高専に進学予定の中学 3年生。
募集期限 :在学募集 ;令和 9年 1月 31日 。

第 1次予約募集 ;令和 8年 8月 31日 。第 2次予約募集 ;令和 9年 1月 31日。
② 大学・短期大学奨学生
応募資格 :在学応募 ;現在、大学・短大に在学している学生。

予約応募 ;令和 9年 4月 に大学・短大に進学予定の者。
募集期限 :在学募集 ;令和 8年 10月 31日 。

第 1次予約募集 ;令和 8年 8月 31日 。第 2次予約募集 ;令和 9年 1月 31日。
③ 大学院奨学生
応募資格 :在学応募 ;現在、大学院に在学している学生。

予約応募 ;令和 9年 4月 に大学院に進学予定の者。
募集期限 :在学募集 ;令和 8年 10月 31日 。

第 1次予約募集 ;令和 8年 8月 31日 。第 2次予約募集 ;令和 9年 1月 31日。
④ 専修学校奨学生
応募資格 :国の省庁の認可または都道府県知事の認可を受けた専修学校専門課程ならびに専

修学校高等課程で、修業年限 1年以上の課程に在籍している生徒。 (いわゆる無
認可校や予備校の生徒は不可)。
在学応募 ;現在、専修学校に在学している生徒。
予約応募 ;令和 9年 4月 に専修学校に進学予定の者

募集期限 :在学募集 ;令和 8年 10月 31日 。
第 1次予約募集 ;令和 8年 8月 31日 。第 2次予約募集 ;令和 9年 1月 31日。



(3)奨学金の種類と貸与額

① 奨学金の月額 (各四半期の中の月である5月 ・8月 。11月 。2月 に3ヶ月分ずつ貸与。無利子)
学   校 奨学金月額 (貸与・一部給付あり) 募集人数

・高等学校
。高等専門学校 1・ 2・ 3年生

2万円 。3万円 。4万 円から選択
(う ち 1万円は給付)

400人

,大学・短期大学
。高等専門学校 4・ 5年生

4万円 。5万円 。6万円から選択
(う ち 2万円は給付)

300ノ＼

。大学院
5万円 。8万円・ 10万円から選択

(う ち 2万円は給付 )
20人

専修学校専門課程
4万円 。5万円 。6万円から選択

(う ち 2万円は給付 )
150人

・専修学校高等課程
2万円 。3万円。4万円から選択

(う ち 1万円は給付 )

☆各学校の専攻科にも貸与できます。  ☆貸付期間は各学校の最短修業年限まで

② 入学一時金 (1年生入学後希望者に貸与。無利子)
学   校 入学一時金の額 (全額貸与 ) 募集人数

・高等学校
・高等専門学校

20万円 。40万円 。60万 円から選択 300ノ、

・大学・短期大学 40万 円 。60万円・80万 円から選択 200ノ(

・専修学校専門課程 40万 円・60万円 。80万 円から選択

100人

専修学校高等課程 20万円 。40万円・60万 円から選択

(注)大学院及び各専攻科奨学生には貸与できません。

③ 進学準備金の貸与 (本会高校奨学生3年生で、大学・専修学校奨学生予約申込者のうち希望者)

(注)進学準備金の貸与を受けた者は、進学後の入学一時金は貸与できません。

④ 進学支援金の貸与 (大学・専修学校専門課程予約申込者で浪人した者のうち希望者)
対象者 :翌年度も大学等予約申込する者 進学支援金の額 (全額貸与 ) 募集人員

高校卒業後 1年 目の大学等浪人生 40万円 。60万円・80万円から選択 10人

(4)奨学金の併用等
① 他の奨学金制度と併せて利用してもよい。②同一世帯、同一学校から何人でも応募できます。
(5)申 し込み方法

① 応募書類は、本会奨学課に電話でお申し込みください。該当する学校の「奨学生募集案内・願
書」を郵送いたします。また、インターネットの当会ホームページからでも応募書類関係のダウ
ンロー ドが可能です。
② 応募書類中の「願書」に必要事項を記入の上、添付書類をととのえ、本会まで提出願います。
(6)返還について

① 奨学金や入学一時金は貸与終了 (卒業)後に 6か月据え置いてから 20年以内の分割返還とな
つています。月賦、半年賦、年賦、 2ヶ月毎払い、 3ヶ 月毎払いの方法を選択できます。
② 上級の学校に在学中や病気などの場合は、返還を猶予する制度があります。
(7)奨学金以外の制度や事業 (概要)
① 全国の高校奨学生と保護者が一堂に会する「つどい」:旅費・宿泊費等は当会負担
② 高校奨学生の海外語学研修 :夏休み期間中の 3週間、旅費・宿泊費等は当会負担
③ 自動車運転免許補助 :教習所費用の全額 (上限 30万円)を給付
④ 学生寮「′い塾」
。東京学生寮 :東京都日野市、当会所有の学生寮、新宿駅まで約 1時間、朝夕2食付で月額 1万
円、男子棟・女子棟の別で全室個室
。関西学生寮 :民間学生会館の借り上げ方式の寮、大阪・兵庫・京都に44カ 所、朝夕 2食付で月
額 1万円、全室個室、各会館はマンション並み
⑤ 家賃補助 :東京と関西以外の大学や専門学校に在学、通学のためのアパー ト等の家賃の補助、
月額 3万円を上限とした全額を給付

(令和 8年 3月 作成)

学 校 進学準備金の額 (全額貸与 ) 募集人数

高校奨学生でかつ大学予約、専修予約申込者 40万円・60万 円 。80万円から選択 100人


